
DOG RUN KAMISU 会員利用規約 

 

この会員利用規約（以下「本規約」）は、DOG RUN KAMISU（以下「当ドッグラン」入会

者および愛犬（以下「会員」「愛犬」）との関係に適用します。 

 

 

第 1 条（会員利用規約の適用及び変更） 

当ドッグランは、会員との間に本規約を定め、これによりドッグラン場の運営を行います。 

尚、円滑な運営の為に必要と判断される場合、本規約に定めのない事項で必要と判断される

場合、本規約を追加変更することがあります。 

 

 

第 2 条（会員資格） 

当ドッグランに入会できる方は、当ドッグランの趣旨に賛同し本規約を承認した方としま

す。 

尚、以下の会員資格を備えた方からの入会申込がなされた場合であっても、当ドッグランは

その自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必

要はないものとします。 

当ドッグランの入会条件は以下のとおりです。 

(1) 愛犬の登録条件  

ア  狂犬病予防法第 4 条に基づく登録を行い、同法第 5 条に基づく狂犬病の予防注射を登

録日の前 1 年以内に受けていること。  

イ 5 種以上の混合ワクチン予防注射を登録日の前 1 年以内に受けていること。 

ウ 愛犬は生後 4 ヶ月以上であること。  

エ 当ドッグランの定める利用制限犬種以外であること。 

(2) 飼い主（利用者）の登録条件  

ア  満 18 歳以上であること。  

イ 本人確認書類を提示出来ること。  

ウ  当ドッグランの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方 

会員は、ドッグランの利用、イベントなどへの参加をすることが出来ます。 

 

 

第 3 条（利用登録申込） 

当ドッグランの利用に当たっては、飼い主及び愛犬の利用登録を事前に WEB 上行って頂

き、当ドッグランの承認を得るとともに、定める登録料および利用料をお支払頂きます。 



既納の登録料・利用料はいかなる理由があっても払い戻しは致しません。 

会員は、利用登録の入力事頃に変更が生じた時は、速やかにその旨を当ドッグランに通知し

なければなりません。 

なお，登録の有効期間は、登録日から１年間とし、1 年毎に更新が必要となります。 

その際は再度、登録料の支払い、「狂犬病予防接種証明書」「5 種以上の混合ワクチン接種

証明書」(どちらも 1 年以内)をご提示頂きます。 

 

 

第 4 条（支払方法） 

登録料及び利用料等は、現金または QR コード払いでのお支払いになります。 

 

 

第 5 条 (利用区分)  

ドッグラン場内は、小型犬エリア、中・大型犬エリアに分かれておりますので、次の注意事

項を守って、愛犬の体重に合わせ、適切な区分を御利用ください。  

小型犬 8 キロ未満 

中型犬 8 キロ以上 17 キロ未満 

大型犬 17 キロ以上 

(1) 小型犬エリアを中・大型犬が利用することや中・大型犬エリアを小型犬が利用すること

は危険ですので、利用できません。  

(2) 愛犬が他の愛犬とうまく接することができない場合や、飼い主の言うことに従わず他の

利用者に迷惑を及ぼす場合は途中退場をお願いする場合がございます。途中退場の場合、利

用料の返金は致しかねますのでご了承ください。 

(3) 入場できる愛犬の頭数については，次のとおりです。  

ア 小型犬・中型犬  

利用登録済みの会員お 1 人につき２頭まで。３頭目からは登録済の同伴者の入場をお願い

致します。 

イ 大型犬 

利用登録済みの会員お１人につき１頭まで。 ２頭目からは登録済の同伴者の入場をお願い

致します。 

 

 

第 6 条 (利用方法) 

(1) 会員は、利用証を身に付けてください。  

(2) 愛犬は，鑑札及び狂犬病予防注射済票を必ず装着してください。 

(3) 入退場の際は，必ずリードを付けてください。 



(4) 愛犬が場内の環境や他の犬に慣れ、落ち着いてからリードを外してください。  

 

 

第 7 条 (注意事項) 

(1) 貴重品は自己責任のもと管理をお願いします。当ドックランは紛失や盗難の責任を負い

かねます。 

(2) 場内・駐車場での喫煙は禁止です。 

(3) 場内が混み合っている場合には混雑が緩和されるまで場外でお待ちください。  

(4) 登録済みの飼い主が愛犬を同伴して、入退場してください。愛犬だけを場内に放置する

ことはできません。  

(5) 愛犬を同伴せず、人だけが利用することはできません。 

(6) 中学生以下のお子様には保護者の同伴が必要です。 

(7) 場内でお子さんが大きな声を出して走り回るなどすると、愛犬を興奮させ事故等につな

がることがありますので、保護者の方は御注意願います。  

(8) 芝生の保護のため，スニーカーなど靴底の平たい履物を着用してください。ハイヒール

やスパイクなどを着用しての入場はできません。 

(9) 犬用おやつ・オモチャは喧嘩の原因となる場合があります。他の利用者と相談の上でご

使用ください 

(10)トラブルについては，当事者同士で解決してください。当ドッグランは一切の責任を負

いません。ただし、万が一、愛犬が人を咬んでしまった場合は、速やかにスタッフに報告し

てください。  

(11)犬種・体格・性格・年齢・入場中のワンちゃんとの相性、その他、組み合わせ等々によ

り、入場条件・入場制限・退場をお願いする場合がございますが、場内ではスタッフの指示

に従って頂きますようお願いします。 

 

 

第 8 条 (持込制限) 

当ドッグランは下記の持込を禁止とします。 

ア 危険物(刃物、火薬類、毒物等) 

イ 自動販売機購入品・キッチンカー販売品・水分補給用以外の飲食物 

 

 

第 9 条（入場制限） 

事故・怪我防止のため、下記についてご留意ください。 

(1) 会員は、利用登録時の正確な病気の履歴及び現在の健康状態の自己申告に基づき、 

ドッグランの利用及びイベントなどに参加するものとし、健康状態に異常がある場合は、以



下に該当する場合入場できません。  

ア 利用登録済みの愛犬以外の動物  

イ 感染症や皮膚病等に罹患している愛犬  

ウ 発情期の雌犬  

エ 闘犬を目的として飼われている愛犬 

オ 他の愛犬や利用者に攻撃的な愛犬  

カ 過去に咬傷事故を起こした愛犬（場内で咬傷事故を起こした場合は，直ちに退場させる

とともに、以後の利用を制限することがあります。） 

 

 

第 10 条 (禁止行為) 

(1) 場内では飼い主は愛犬から目を離さないよう見守り、愛犬が次のような行為をとったと

きは、直ちに制止するなど、飼い主が責任をもって必要な措置を行ってください。 

ア マウント行為  

イ 他の愛犬を追い掛け回すなど，危害を及ぼす可能性が認められる行為  

ウ 興奮して吠え続けるなど，他の利用者や近隣の方々へ迷惑となる行為  

エ 愛犬が芝生・土を掘る行為 

(2) ドッグランを利用しての物品販売・勧誘・営業行為・政治的・宗教的活動は固くお断り

します。  

 

 

第 11 条 (衛生管理) 

場内では以下の衛生管理に留意しご利用ください。 

(1) 愛犬が場内で排泄した糞や吐物等の汚物は、ペットシーツ・ビニール袋等により飼い主

が責任をもって処理し，持ち帰ってください。オシッコは水をかける処理をしてください。  

(2) 近隣への毛の飛散防止のため、場内でのブラッシングはできません。  

(3) 足洗い場での愛犬のシャンプーや水遊びはできません。  

(4) 退場の際には、愛犬の糞やごみが落ちていないか確認のうえ、必要に応じて清掃を行っ

てください。  

 

 

第 12 条（施設の閉鎖） 

当ドッグランは、次の場合施設を閉鎖することができます。 

（1） 気象・災害・その他により開場が不可能と認められたとき 

（2） 施設の改造または補修のとき 

（3） 法令の制定改廃などによるとき 



（4） 行政指導等によるとき 

 

 

第 13 条（会員資格の喪失・除名） 

当ドックランは、会員が次の各項の一つに該当すると認めた場合は、会員たる資格の喪失ま

たは除名することができます。 

（1） 当ドッグランの施設を故意に毀損したとき 

（2） 本規約、その他当ドッグランの定める規則に違反したとき 

（3） 当ドッグランの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき 

（4） 他の会員・愛犬を著しく傷つけたり、運営を妨げた時。 

（5） その他会員としての品位を損なうと認められる非行のあったとき 

 

 

第 14 条（反社会的勢力の隔絶） 

会員は、次の（1）の各項のいずれかに該当し、もしくは（2）の各項のいずれかに該当する

行為をし、または（1）に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この会員資格

が即時解除されても異議を唱えることができません。 

また、これにより当ドッグランないしその関係者に損害が生じた場合は、一切を飼い主の責

任とします。 

（1）入会に際し、現在次の各項のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該

当しないこと。 

・ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員 

・ 暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者 

・ 暴力団関係企業 

・ 総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等 

・ その他前各号に準ずる者 

（2）自らまたは第三者を利用して次の各項に該当する行為を行わないこと。 

・ 暴力的な要求行為 

・ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

・ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

・ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当ドッグランの信用を毀損し、又は当ドッグ

ランの業務を妨害する行為 

・ その他前各号に準ずる行為 

 

 

第 15 条（個人情報取扱） 



個人情報とは入会利用登録など会員個人を特定するに足りる全ての情報のことで、当ドッ

クランが適切且つ慎重に管理します。 

当ドッグランが得られた会員の個人情報を本人の許可を得ず第三者に公開することはしま

せん。 

個人情報は、会員への連絡やイベント情報などの情報提供などの目的で 

使用させて頂きます。 

但し、当ドッグランの活動状況によっては、必要な範囲で第三者に通知する場合があること

をあらかじめご了承下さい。(例えば、利用中にケガをされた場合に病院に情報を提供する

ことなどです。) 

尚、会員より情報の変更・削除の申請があった場合は、適時対応します。 

 

当ドッグラン利用の中の写真・イベント写真の著作権は当ドッグランに帰属します。 

尚、会員が得た写真の使用については次の各項を遵守することとします。 

(1) 会員が得た写真・動画など他会員個人を特定する情報を無断で使用しない。 

(2) 会員は個人情報の保護、人権の保護に配慮する。 

(3) 写真・動画以外については個人情報（氏名など）掲載しない。 

(4) 住所・電話番号・生年月日・家族構成など会員のプライバシーに関する情報は掲載しな

い。 

 

(5) 法令及び公序良俗に反する内容は掲載しない。 

(6) 会員や他者への誹謗・中傷や不適切な内容など差別につながるような内容は掲載しない。 

(7) 不特定多数に対して発信する情報として不適切と判断される内容は掲載しない。 

 

 

第 16 条（附則） 

本規約は、2021 年 9 月 1 日より施行します。 

本規約の模倣及び引用、無断転載を禁じます。 

改定 施行 2023 年 6 月 10 日 

 

 

□ドッグラン及び類似施設を開業されるかたへ□ 

この規約は当ドッグランと地域に合わせた規約になっております。 

本規約の模倣及び引用、無断転載を禁じておりますので、開業等で規約を参考にされたい方

は当方までご相談ください。 

 


